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△

遺産の分割が決まらないときの配偶者の税額軽減

Q:相続税の申告期限が間近になりました

が、遺産分割の協議がなかなかまとまりませ

ん。このような場合でも、配偶者の税額軽減

は受けられますか。

ヱヘ：配偶者に対する税額軽減は、遺産分割

協議が申告期限までに決まっていなければ適

用されません。

【解説】

配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者

のための税負担を考慮して設けられたもので

すから、原則として、その相続や遺贈に係る

相続税の申告書の提出期限までに、その相続

や遺贈によって取得した財産の全部又は一部

が共同相続人又は包括受遣者によってまだ分

割されていない場合には、その分割されてい

ない財産は、税額軽減額の計算の基礎となる

｢配偶者に係る課税価格」には含まれないこ

ととされています。

なお、申告期限までに分割されていない財

産が、その申告期限から3年以内に分割され

た場合には、その分割によって配偶者が取得

した財産は、税額軽減額の計算の基礎となる

｢配偶者に係る課税価格」に含ませることが

できます。

また、申告期限から3年を経過する日まで

に分割ができない場合であっても、やむを得

ない事情がある場合には、その分割ができる

こととなった日の翌日から4カ月以内に分割

された財産で配偶者が取得した財産について

は税額軽減額の基礎とすることができます。

－

万。

ざ ~三脂一ご－〆{~弓 語


